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件　　名

名　称

所在地

代表者

業者選定理由書

備品購入契約（スカイサイクル　リチウムイオンバッテリー）

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指定業者
（案）

泉陽興業株式会社　東京支店

東京都千代田区鍜冶町一丁目６番１４号　泉陽SYビル

支店長　高島　省吾

指定理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　本件は、荒川遊園のスカイサイクルにおけるリチウムイオンバッテリーの備品購入
契約である。
　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を得た
うえで、上記業者を契約の相手方としたい旨の依頼があった。
　
　【製品指定について】
　・製品名：泉陽興業株式会社製リチウムイオンバッテリー　ＳＣ－３３Ａｈ

　上記バッテリーはスカイサイクルのメーカーである上記業者が設計、製造している
専用品であるため、汎用品のバッテリーは使用することができず、また、同等品を
製作している他のメーカーも存在しないため、製品指定は妥当であると考えられ
る。
　
　【相手方指定について】
　上記バッテリーを設計、製造している上記業者はスカイサイクルを含む荒川遊園
大型遊戯施設５機種の納入メーカーである。また、令和３年度から保守管理業務を
受託し、その履行状況は優良であり、納入製品に万が一異常や不具合があった場
合にも迅速な交換等の対応が可能である。
　上記業者は指定製品の製造業者であるため、最短かつ確実な納品作業が可能で
あることから、当相手方指定は妥当であると考えられる。

　以上の理由から、購入製品を指定のうえ、上記業者を相手方に指定した随意契約
を締結する。


